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公的研究費に関する啓発活動の実施について 

 

令和３年２月１日に文部科学省による「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイ

ドライン（実施基準）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）が改正されました。 

不正根絶に向けた啓発活動（意識の向上と浸透）の継続的な実施が要件化されたことに伴

い、本学でも令和４年３月１７日「公立大学法人青森公立大学公的研究費に関するコンプラ

イアンス教育及び啓発活動に関する実施計画」を策定しました。 

 

本学の教職員向け啓発活動として、以下を定めております。 

（１）メーリングリスト等による啓発活動の実施（年３回以上）  

（２）既存の会議等における啓発資料の配布（年１回以上）  

（３）ポスター等の掲示による啓発活動の実施（随時） 

 

これを受け、２０２５年度啓発活動第１回として、メーリングリスト等による啓発活動を

実施します。第１回では、今年度実施された内部監査の結果を情報共有します。 

 

 

【内部監査結果を受けての注意事項】 

公的研究費に関する内部監査結果としては、概ね適正に予算執行、管理され

ていました。 

指摘事項が数点ありましたが、教員、研究員の皆様におかれましては、立替

払いで図書や物品等購入した際の検収時期について過去にも指摘された事項で

すので、今後は速やかに検収を受けるよう、ご協力お願いいたします。 

今後も教職員一人ひとりが法令順守を徹底し、業務の適切な執行へのご協力

をよろしくお願いします。 

 



2025年度内部監査実施計画書 

 

１ 監査の基本方針 

  内部監査は、業務運営及び会計処理の適法性及び妥当性を公正かつ客観的に検証及び評価し、監査

結果に基づく助言及び提言を行うことにより、法人の健全かつ円滑な運営に資するために行うもので

ある。監査の実施にあたっては、本学規程及び関係法令等に基づき、公平公正の立場から会計及び出

納に関する処理が適正に執行されているかに主眼を置いて実施する。 

 

２ 監査対象業務及び重点項目 

（１）監査対象業務 

①毎年度実施事項 

『公的研究費等の外部資金に関する事項』（内部監査規程第5条第6号） 

（ア）2024年度科学研究費（基金）の執行に係る業務 

（イ）2024年度公的研究費を財源とする個人研究費の執行 

（ウ）2024年度公的研究費を財源とする個人研究費の立替払 

『その他、理事長が必要と認める事項』（内部監査規程第5条第8号） 

⇒『契約に関する事項』（内部監査規程第5条第7号） 

    ②年度別実施事項 

『予算決算に関する事項』（内部監査規程第5条第2号） 

 

（２）重点項目 

①「公立大学法人青森公立大学における公的研究費の不正防止計画」等が適切に実施されてい

るかを確認 

②契約に関する書類、手続きの確認 

③2024年度の予算の新規、拡充項目の執行状況を確認 

 

３ 監査対象 

（１）事務局の全チーム 

（２）2024年度に科学研究費（基金）の助成を受けている教員から1名 

（これまで監査対象となった者は除く） 

（３）直近3か年に公的研究費で少額備品を購入した者で、合計金額上位の教員から2名（これまで監

査対象となった者は除く）及び公的研究費における立替払担当チーム及び担当者 

 

４ 監査の実施時期及び期間 

  2025年8月18日（月）から2025年9月2日（火）までのいずれか数日。 

 

５ 監査の方法 

（１）『公的研究費等の外部資金に関する事項』 

書面監査及びヒアリングによる監査並びに実査を行う。 

 （２）『契約に関する事項』 

    各チームが保管する2024年度契約関係書類から、班員1人あたり1冊分以上抽出し、適正な処理

    が行われているか、書面による監査を行う。 

 

 



（３）『予算決算に関する事項』 

①2024年度予算の新規、拡充項目が予算内での適切な執行及び経費が適切な予算から執行され

ているか資料1『2024年度新規・拡充項目一覧』、様式1『予算執行状況チェックリスト』を使

い、ヒアリング及び関係書類のチェックにより確認をする。 

    ②確認結果を様式1『予算執行状況チェックリスト』へ記入し、内部監査担当者へ提出する。 
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